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パブリックコメントの結果を公表します

町ホームページ

▶幕別中学校を活用した義務教育学校の設置に係る方針（案）

Ａ 意見を受けて方針（案）を修正するもの
Ｂ 方針（案）と意見の趣旨が同様と考えられるもの
Ｃ 方針（案）を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの
Ｄ 方針（案）に取り入れなかったもの
Ｅ その他

２人から延べ６件の意見が寄せられました。　　　　　　　　　　　　　　  　 学校教育課総務係（☎ 54-2006）

募集概要と意見・町の考え方の全文は
町ホームページから確認できます。

（トップページ＞町政情報＞広報＞
パブリックコメント）

【意見の要旨】小・中学校の保護者だけでなく、未就学児の保護者にも、「まくべつ学園」のあり方と施設整備の方向性の検討内容を教えてほしかっ
た。「本町地区義務教育学校準備協議会（仮称）」で話し合われたことは、未就学児の保護者や地域住民にも情報開示してほしい。また、意見を幅広く聞
く機会を多く設けてほしい。

【町の考え方】小中一貫教育の更なる推進に当たり、これまで「まくべつ学園」の小中一貫教育の取組成果を、小・中学校の保護者に向けて説明してま
いりました。しかし、将来的に義務教育学校に入学予定の未就学児の保護者や地域住民への情報提供も必要と考え、地域説明会を開催し、これまでの
議論の内容を説明いたしました。なお、本年度中に設置する「幕別町義務教育学校検討委員会（仮称）」には小・中学校の保護者だけでなく、未就学児童
の保護者やまくべつ学園運営協議会の代表者も加わっていただき、義務教育学校の開校に向けた議論を進めるとともに、学校だよりや町ホームペー
ジ等を通じて情報提供に努めてまいります。また、子ども達の意見を聞く場を設けるなど、丁寧に進めてまいりたいと考えています。《Ｃ》

１

２ 【意見の要旨】「帯広市立大空学園義務教育学校の教育課程の全体像」について、これでは中１ギャップは解消されるかもしれないが、小５ギャップ
が生まれるのではないか。
①テスト等形態について…小５から定期テスト開始となっているが、学力下位の子どもは計画的に学習することが難しいため、ますます学力差が生
じる。学校で発達段階にあわせた指導計画を作成し学習方法を指導するなど、ある程度定着してから、中１からの定期テスト実施とすべき。
②部活動・少年団活動について…「将来的に部活動に加入する生徒の人数が減って団体スポーツを維持するのが難しいから、小５と小６も入れよう」
という意図があると思う。幕別小の児童は、札内や帯広に拠点があるスポーツ少年団に通っている児童も多いことから、大空と地域事情が異なる。部
活は中１からでよい。
③制服・指定ジャージについて…かなり高価なので、希望制なら、はじめから中１からにしたらよい（この時期は、体が大きくなるときなので、小５で
制服・指定ジャージを購入すると、在学中に買い替える必要がある）。また、就学援助を受けている家庭も、希望したら小５から制服・指定ジャージを
購入するための資金を援助してもらえるのか。

【町の考え方】「帯広市立大空学園義務教育学校の教育課程の全体像」は多くの方に義務教育学校のイメージを持っていただくために、参考資料とし
て掲載したものです。「幕別町義務教育学校検討委員会（仮称）」では義務教育学校の教育課程区分や指導形態等についても議論を進めてまいります
が、「まくべつ学園」の特色を活かした義務教育９年間を見通した教育課程の編成を目指してまいります。なお、部活動については、関係団体や関係学
校の代表者などで構成する「幕別町部活動地域移行検討委員会」において、議論を進めてまいります。《Ｃ》

３ 【意見の要旨】幕別小学校の長寿命化改修工事は令和３～12年の計画となっているが、本工事には着手しているのか？令和８年度以降の校舎及び関
連施設の活用方法はどのようになっているか。

【町の考え方】建築年数や劣化度調査などの結果を踏まえ、幕別小学校の校舎及び屋内運動場の長寿命化改修工事を令和３～12年度に実施する計画
としていますが、幕別小・中学校のあり方を踏まえて判断することとしておりますことから、現時点では校舎等の工事は着手しておりません。なお、
小学校の跡地・跡施設の利活用については、本方針（案）とは別に今後協議を進めてまいります。《Ｅ》

４ 【意見の要旨】保護者アンケート結果を読み取ると、義務教育学校の回答が35.2％で最も高いものとしているが、施設の分離・一体を分けずに考える
と、小中一貫型を望んでいる方が合計で61.6％となっている。設問６の回答の考察において、「今後の方向性の三択の中では、それぞれで大きな差は
見られなかったが、「②施設一体型」と「③義務教育学校」の合計で67.9％となり、一つの施設に集約することには理解を得ていると考えられる。」と結
んでいるが、今後の方向性の三択で得られる結論は、義務教育学校ではなく、小中一貫型を望んでいることになり、そうであれば、小中一貫校の施設
一体型が相応しいと考えられるのではないか？

【町の考え方】「施設一体型の小中一貫型小学校・中学校」または「義務教育学校」という１つの施設に集約することについては、保護者アンケート調
査の結果を踏まえ、理解を得ているという認識については変わりありません。また、アンケート結果で義務教育学校が一番多かったことに加えて、義
務教育学校になることによるメリット（乗入授業に係る移動・連絡調整がやりやすくなることや、９年間で一貫して児童生徒の個性に応じたきめ細
かで丁寧な生徒指導が可能になること、学校行事などを通じた異学年交流による精神的な発達、社会性の育成の効果が期待されるなど）を強く考え、
教育委員会として「義務教育学校」という方向性をお示ししたところであります。《Ｄ》

５ 【意見の要旨】このアンケート結果を基に義務教育学校が最も望まれていると結論付けるのは性急であるし、まだ理解が進んでいるとは言い難いと
感じる。設問においても、「見たことがある」「聞いたことがある」などの設問が多く、認知は進んでいるが理解は進んでいないのではないか。また、義
務教育学校のメリットについては具体例を挙げて詳細に項目を用意しているが、デメリットについてはそもそも聞いていないなど、義務教育学校と
なることを前提としているような設問の設定に疑問を感じる。今後更なる理解を求めるために追加の説明会を実施する計画はあるのか？

【町の考え方】これまで幕別小・中学校の保護者に対して懇談会や講演会を開催し、検討内容をお伝えするとともに、毎月、小・中学校で発出する「学
校だより」で小中一貫教育や大空学園義務教育学校での取組などをシリーズ化しながらお伝えするなど、保護者への情報提供に努めてまいりまし
た。また、地域説明会では、これまでの検討を踏まえ、「幕別中学校を活用した義務教育学校（案）」の設置についてお示ししたところですが、反対する
意見はなく、理解を得たものと考えています。このため、本方針（案）に関する追加の説明会は実施いたしませんが、方針決定後に開催する「幕別町義
務教育学校検討委員会（仮称）」での義務教育学校の開校に向けた議論の内容を学校だよりや町ホームページ等を通じて情報提供することに努めて
まいります。《Ｃ》

６ 【意見の要旨】原則両免許状を併有となっているが、現在在籍している職員でどの程度併有しているのか。今後の教職員の確保に問題は発生しないか。

【町の考え方】現在、幕別小学校では約６割、幕別中学校では約３割の職員が小学校免許状及び中学校免許状を併有しております。なお、義務教育学
校では「原則、小・中学校の両免許状を併有」としながらも、「当面の間、小学校免許状で前期課程、中学校免許状で後期課程の指導が可能」とされてお
り、義務教育学校の開校と同時に教職員の確保に問題が発生することはないと考えております。《Ｅ》
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　帯広税務署では、自宅などから申告手続き
が完了する「スマホ申告」を推進しています。

 簡単便利な「スマホ申告」を
利用ください

帯広税務署（☎ 24-2161）

国税庁公式 LINE国税庁ホームページ

確定申告・住民税（町道民税）申告の日程

※医療費控除の明細書などの確定申告に必要な書類は、税
務課、札内支所、忠類総合支所、糠内出張所にあります。

※３月18日㊊以降の確定申告は帯広税務署、住民税申告は
税務課で受け付けます。

地
区

受付時間
（土日祝日を除く）

時
間 場　所

幕
別・札
内

２月１日㊍
～２月６日㊋ 午

前
９
時
～
午
後
４
時（
注
）

役場（１階ロビー）

２月８日㊍
～３月１日㊎

札内コミュニティプラザ
（集会室）

３月６日㊌ 糠内コミュニティセンター

３月７日㊍
～３月15日㊎ 役場（１階ロビー）

忠
類

２月１日㊍
～３月15日㊎

忠類コミュニティセンター
（児童室）

（注）３月15日㊎は午前９時～正午

関連：18ページ「夜間納税相談窓口」

　森林環境税は、森林整備などに必要な財
源を安定的に確保するために創設された国
税です。
　令和６年度から、国内に住所のある個人
に対し、年額1,000円が課税され、市町村が
個人住民税の均等割と併せて徴収します。
　詳細は町ホームページを確認ください。

令和６年度から森林環境税の
課税が始まります

令和５年度までと令和６年度からの比較（年額）
令和５年度まで 令和６年度から

国税（森林環境税） 1,000円
道民税（均等割） 1,500円 1,000円
町民税（均等割） 3,500円 3,000円

合　計 5,000円 5,000円
※令和６年度からも負担額は変わりません。
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新型コロナワクチン接種のお知らせ

インターネット（24 時間受付）

新型コロナワクチン接種予約受付サイト
URL　https://jump.mrso.jp/016438
町ホームページからもアクセスできます。

電話（平日午前９時から午後５時）

新型コロナワクチン相談コーナー　０１５５- ５４- ６６１５

窓口来所（平日午前９時から午後５時）

新型コロナワクチン相談コーナー　
○幕別町役場１階　（本町 130 番地１）
○札内支所　（札内青葉町 311 番地 11）
○ふれあいセンター福寿（忠類白銀町 384 番地 10）

接種の予約・問い合わせ 　接種には予約が必要です！下記まで連絡をしてください。

　新型コロナワクチンの全額公費（自己負担なし）で受けられる接種は、３月31日で終了します。４月以
降は、65歳以上の高齢者を対象にインフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンと同様に「定期接種」と
して実施する方向で検討されています。
　３月までに接種を希望する方は、お早めにご連絡ください。

指定の医療機関にて、
都合に合わせて受診できます。

クーポン券（無料）は、検診のきっかけ作りのために送
付しています。他市町村からの受診者もおり、混み合う
ため、余裕をもって受診してください。
令和６年度は検診料金の補助がないため、自己負担で
の受診になります。

町内医療機関や職場の健診でも利用可能！
風疹予防接種は一部世代の男性が公的に受けられてお
らず、抗体保有率がほかの世代と比べて低くなってい
ます。身近に妊婦や乳幼児、抵抗力の低い高齢者がいる
方は、特に検査を受ける必要があります。

※クーポン券（無料）をなくした場合は、再発行しますので受診前にご連絡ください。
保健課健康推進係（☎ 54-3811  kenkou@town.makubetsu.lg.jp） メールはこちら

子宮頸がん検診  クーポン券（無料）
▶対象　令和５年度 20歳・24歳 になる 女性
▶期限　令和６年３月31日

乳がん検診  クーポン券（無料）
▶対象　令和５年度 40歳 になる 女性
▶期限　令和６年３月31日

風疹抗体価検査  クーポン券（無料）　
▶対象　令和５年度 45歳～61歳 になる 男性
▶期限　令和６年３月31日
※抗体価が少ないと判断された方は、風疹ワクチン
　接種も無料となります。

　令和５年度対象の方に送付しているクーポン券（無料）の利用期限が迫っています。受診方法は、クーポン券（無
料）に同封しました説明書をご確認ください。

クーポン券（無料）を活用して
検査を受けてください  期限迫る！

・ 保健課健康推進係（☎ 54-3811  kenkou@town.makubetsu.lg.jp）

ご自身の都合に合わせて提出場所や時間を選べ、気軽に検査が受けられます。

▶提出期間　２月５日㊊～７日㊌ 正午まで
申し込み締め切り：提出日の１週間前まで
※ふれあいセンター福寿のみ　提出期限　２月６日㊋まで

▶提出窓口　札内支所、役場保健課、ふれあいセンター福寿
▶受付時間　午前９時～午後５時
▶対　　象　40歳以上の町民
▶自己負担金　40歳：無料　41～69歳：400円　70歳以上：100円

※令和６年３月31日時点の年齢です。

提出するだけ！　単独大腸がん検診

１カ月後…
自宅に結果が届く「単独大腸がん検診」

と電話かメールでお
伝えください。

申し込みをする
提出日から５日以内
の便を２日分採取し
てください。

物品が届く

当日の持ち物
・問診票などの送付書類
・便の検体

窓口に持参

メールはこちら

調理時間
20 分

保健課健康推進係（☎ 54-3811）

華ごぼう

１人分
91

キロカロリー

１人あたりの

野菜目標量
１日350g 以上

大量消費＆使い切り
かんたん

野菜レシピ
まずはプラスひとくち

つぎはプラス１皿

①ごぼうの下準備をする
　▶ごぼうの旨味や香りは皮の近くにあるので、できる
　　だけ薄く皮をこそげ落とす。（包丁の背やタワシ、丸
　　めたアルミホイルを使い、ごぼうを回しながら表面
　　をこするのがおすすめです）
　▶３～５㎜幅の斜め薄切りにして、軽く洗う。

②ごぼうをやわらかく煮て、味をつける
　▶鍋に水200㏄とごぼうを入れ、フタをして中火で煮る。
　　好みの固さになったらフタを取り【調味料】を加え、汁気
　　がなくなるまで煮る。

③白いりごまとかつお節をごぼうに絡ませる
　▶フライパンに白いりごまとかつお節を入れ、香りが出る
　　まで軽く炒める。②に加えて、ごぼうによく絡ませる。

作り方

このメニューでひとり
50gの野菜が取れます！

材料（３人分）

おせちや常備菜におすすめ！
冷凍して自然解凍で食べられ
るので、お弁当にもＯＫ♪　
千切りにして天ぷらのかき揚
げに入れても美味しいよ。

白いりごまとかつお節を炒めると
香ばしくなって美味しさアップ

金ちゃん

ポチャげらくん

・ごぼう　 …… 160 ｇ（太め１本）
【調味料】

　醤油・みりん・砂糖　…各大さじ１
　酢　……………………小さじ１

・白いりごま　………… 大さじ２
・かつお節　 ……………ひとつかみ

［
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　食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活支援を行うため、給付金を支給します。

こども課こども支援係（☎ 54-6621）
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kenkou/news/2023-0510-1358-19.html

子育て世帯生活支援特別給付金低所得の世帯対象

申請期限 令和６年２月29日㊍

▶対象者　児童を養育するひとり親の方のうち、次の①か
ら④のいずれかに該当する方
②から④に該当する場合は、令和５年３月31日時点で18
歳未満（障害児の場合は20歳未満）の児童を養育する方

①令和５年３月分の児童扶養手当受給者
②令和５年４月分の新規児童扶養手当受給者
　（※①②の対象者にはすでに北海道から支給済みです。）
③公的年金等を受給していることにより、令和５年３月分

の児童扶養手当を受給していない方
④食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和

５年１月１日以降の収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方

▶申請方法　申請者の世帯の状況によって、必要な申請
書・添付書類が異なります。申請前にこども課こども支援
係まで連絡ください。町ホームページでも申請書様式な
どを掲載していますので、そちらも参照ください。

▶支給時期　申請内容を確認後、北海道から指定口座に可
能な限り速やかに支給します。

▶対象者　次の①、②のいずれかに該当する方
①令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者（※

対象者にはすでに幕別町から支給済みです。）
②令和５年３月31日時点で18歳未満（障害児の場合は20歳

未満）の児童（令和６年２月末までに生まれた新生児も対
象）を養育する父母等で令和５年度住民税（均等割）が非
課税（未申告の場合は対象外）の世帯または令和５年１月
１日以降の収入が食費などの物価高騰の影響を受けて急
変し、住民税非課税相当の収入となった世帯

▶申請方法　申請前にこども課こども支援係まで連絡く
ださい。町ホームページでも申請書様式などを掲載して
いますので、そちらも参照ください。

※対象者のうち、児童手当（受給者が公務員の場合は申請必
要）または特別児童扶養手当を受給していて、令和５年度の
住民税（均等割）が非課税の方は申請不要で受給できます。

▶支給時期　申請内容を確認後、幕別町から指定口座に可
能な限り速やかに支給します。申請不要の対象者には随
時支給します。

ひとり親世帯 ひとり親世帯以外の子育て世帯

令和６年２月29日㊍申請期限
※新生児の場合は３月15日㊎

ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金を
すでに受給している方は対象外 ひとり親世帯分の給付金をすでに受給している方は対象外

　児童１人当たり一律５万円支給額

町ホームページ
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言葉を通して知るアイヌ文化 10 文・写真：阪口 諒（さかぐち りょう）
生涯学習課 学芸員（☎ 54-2006）

福祉灯油等支給事業を実施します
　灯油価格高騰に係る低所得世帯などの福祉支援として、福祉灯油等支給事業を実施します。燃料の購入など冬期間の
生活支援のため、次の要件に該当する世帯に１万円を支給します。

支給の要件

　令和５年11月１日現在幕別町の住民基本台帳に記録され、申請日まで引き続き居
住している、次の１または２の要件を満たす世帯。
　ただし、世帯員全員が医療機関に入院または社会福祉施設に入所している世帯お
よび世帯員全員が住民税を課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみで構
成される場合は、対象となりません。

１　令和５年度住民税（均等割）が非課税の世帯で次のいずれかに該当している世帯
①令和５年11月１日において満65歳以上の方のみで構成する世帯
②身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定または精神障害者保健福祉手帳１級

の方が属する世帯
③児童扶養手当受給者が属する世帯
④特別児童扶養手当受給者が属する世帯
⑤幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定め

る重度心身障害者が属する世帯
⑥幕別町重度心身障害者及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に定め

るひとり親家庭等の母または父が属する世帯
⑦北海道が発行する特定医療費（指定難病）受給者証もしくは特定疾患医療受給

者証の交付を受けた方または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた
方が属する世帯

２　生活保護世帯

※１に該当する方で、令和５年１月２日以降に幕別町に転入した方は、令和５年度
住民税の非課税を証明する書類が必要です。

※⑦に該当する方は、北海道が発行する受給者証の提示が必要です。
※同一住宅において複数の世帯が存在する場合は、支給対象世帯が冬期間に１万円

以上の燃料費等の経費を負担している場合に限り助成の対象とします。
福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

１の①～⑥、２に該当
する方には、文書で案
内しています。
⑦に該当する方は、窓
口まで受給者証を持参
の上、申請してくださ
い。

支給額

１世帯当たり１万円

申請期限

３月５日㊋

申請窓口

・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所

＼受給には手続きが必要です／

福祉課社会福祉係（☎ 54-6612）

申請窓口

・役場福祉課
・ふれあいセンター福寿
・札内支所
・糠内出張所

手続き方法

　対象となる世帯には、１月初旬以降に町から給付内容や確認事項を記載した確認
書を送付しますので、確認書に必要事項を記入して、町に提出してください。
※住民税未申告の方は、住民税申告が必要です。詳しくは問い合わせください。

支給額

１世帯当たり７万円

申請期限
４月５日㊎

対象となる世帯

　令和５年12月１日現在幕別町の住民基本台帳に記録されている世帯であって、世帯
員全員が令和５年度住民税（均等割）が非課税（免除された場合も含む）の世帯の世帯主。
　ただし、世帯員全員が住民税を課税されている方の地方税法上の扶養親族等のみ
で構成される場合は、対象となりません。

　エネルギー・食料品などの物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい低所得世帯への生活支援として、住民税非
課税世帯に対し、非課税世帯応援給付金を支給します。

非課税世帯応援給付金を支給します ＼受給には手続きが必要です／
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水道料金負担軽減対策支援事業
　事業者を含めた幕別町との水道契約者を対象に、水道料金のうち基本料金を６カ月間無料とします。（手
続きは不要です）使用量に応じた水量料金は対象外です。

▶期間および対象料金　
　令和５年９月検針分料金から令和６年２月検針分料金のうち基本料金６カ月分
▶対象者　
　対象期間に町の水道または簡易水道を契約している町民の方（公的な施設を除く）
▶その他　
①幕別町以外の水道事業者などから給水を受けている町民の方や地下水のみを使用している町民の方には、町の

基本料金相当額を助成します。申請時期は令和６年２月～３月を予定しています。詳しくは町ホームページを
ご覧ください。

②検針票は基本料金を含んだ金額の表示となりますが、納付書に記載する請求額は基本料金を除いた額となります。
水道課庶務係（☎ 54-6624）

インボイス制度に関するお知らせ（事業者のみなさんへ）

インボイスとは

　令和５年10月１日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式（イ
ンボイス制度）が開始されました。インボイスとは、事業者間でやり取りされる消費税額が記載された請求書や
領収書のことで、事業者が消費税の納税額を計算する際に必要となるものです。消費者はインボイス対応の必
要はありません。

水道料金等の適格請求書（インボイス）の対応について

　幕別町では水道料金等の請求は、納付書をインボイスとします。
　なお、口座振替で支払いをしている方のうち、インボイスを必要とする場合は、申請により「納入済証明書」を
毎年１回発行しますので、次のとおり申請をお願いします。
※毎月発行される「水道使用量のお知らせ（検針票）」はインボイスに対応していませんのでご注意ください。

納入済証明書発行申請書を提出するか、水道課庶務係へ電話で申し込みください。
電話で申し込みの場合は、納入済証明書発行に必要な情報を聞き取りします。

【申請書を提出する場合】
▶提出書類　納入済証明書発行申請書
▶申請窓口　水道課庶務係、忠類総合支所経済建設課、札内支所、糠内出張所
▶提出方法　窓口持参、郵送、FAX
詳しくは町ホームページをご覧ください。

納入済証明書の
申請方法

・ 水道課庶務係（☎ 54-6624）

　デザインについて、たくさんの投票ありがとうございました。十勝管内18町村の住民がインターネットなどから
投票し、3,769票（うち幕別町からは386票）が寄せられました。
　最優秀作品には、最多の834票を獲得した音更町の栗田政一さんの作品が選ばれました。国土交通省に十勝ナン
バーのデザイン案として認められた場合、早ければ令和７年５月頃から交付が開始されます。
　また、併せて投票いただいた寄付金の使い道は、「観光振興」が最多で、次点が「自然保護」でした。今後設置される寄
付金協議会で寄付金を充てる事業を検討します。 十勝町村会事務局（☎ 23-6204）

※人気投票では、栗田さんの作品を含む優秀作品（６作品）の中から「ぜひ付けてみたい！」と思う
　デザインを選んでいただきました。
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